
短期の資金調達手段として貸金業者から借入れを行う中小事業者にとって、その法的知識はとても重要です。改正貸金業

 

法が今年6月18日に全面施行され、過剰貸付の防止を目的に、新規の借入れの制限や、返済能力の調査が強化されます。

 

それに対する事業者の対応策や、借入金見直しを行なう為のセミナーを開催致します。

また、借入れを行っていない事業者の方にとっても、万が一従業員が多重債務問題を抱えた場合の対処法を知るために有

 

用なセミナーです。

 

現在お悩みが無い方も、お気軽にご参加下さい。

＊講演終了後、無料相談会を開催します。相談を御希望の方は下の申し込み用紙にご記入下さい＊

参加申込書
切 り 取 ら ず に ご 送 付 く だ さ い

平成２２年

 

７月１日（木）
１４：００～１５：３０

申込先／ＦＡＸ

 

０９２－４８２－１５２３

 

福岡商工会議所

 

経営支援グループ行

お問い合わせ：福岡商工会議所

 

経営支援グループ

 

ＴＥＬ：092-441-2161

 

担当：宮崎・鯉川
※本申込書にご記入いただきました個人情報につきましては、本事業の実施のために利用するほか、当所からの各種連絡・情報提供等に使用させていただきます。

日 時

場 所
福岡商工会議所
５０２会議室

定 員 ： ５０名（先着順・事前にお申し込みください）

福 岡 商 工 会 議 所 ・ 福 岡 県 弁 護 士 会

 

緊 急 セ ミ ナ ー

企業・事業所名

住 所

ＴＥＬ ＦＡＸ

お名前

〒

所属・役職

(  フ

 

リ

 

ガ

 

ナ

 

)

(  フ

 

リ

 

ガ

 

ナ

 

)

お名前 所属・役職
(  フ

 

リ

 

ガ

 

ナ

 

)

http://keiei-online.jp/け い え い
クリック

定員に達しお断りする以外はこちらから連絡致しません。

福岡市博多区博多駅前２丁目9-28

□内

 

容□

１．貸金業法とは

 

２．改正の内容

 

３．中小企業者が押さえておくべき３つのポイント

□

 

講

師

紹

介

 

□

貸金業者からの借入れを行う際に、
新たに制約が課されます。

２０１０年６月１８日

 

改 正 貸金 業法 施 行

福岡商工会議所ビル５階

＊相談会：15:30～

無料相談会への参加について 希望する 希望しない

対

 

象

 

：

 

企業の経営者、総務、経理担当者

主

 

催

 

：

 

福岡商工会議所

 

経営支援グループ

共

 

催

 

：

 

福岡県弁護士会

人の痛みがわかることが弁護士の原点だと思っています。

一般の民事事件はもちろん，個人の民事再生手続など債務整理事件を多く手がけています。

「深刻なときこそ、前向きに」をモットーに中小企業の様々な問題の解決に向けて

積極的に取り組んでいます。話しやすい雰囲気作りが信条です。
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